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海上－1 

〔海上災害予防計画〕 

第１節 市及び防災責任者の処理すべき事務又は業務 
の大綱 

 

 海上災害対策に関し、市及び防災責任者が処理すべき事務又は業務の大綱は、第１編総則

第３節に定めるところによるほか、次のとおりとする。 

 

１ 市 

⑴ 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報 

⑵ 関係防災機関との調整 

⑶ 死傷病者の救出、救護（搬送・収容） 

⑷ 死傷病者の身元確認 

⑸ 沿岸へ漂着し、又はそのおそれのある排出油の除去及び処理等 

⑹ 事故拡大防止のための消火その他消防活動 

⑺ 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の勧告、指示

⑻ 宮崎県又は他の市町村等に対する応援要請 

⑼ 排出油が河川又は港湾等に流入し、又は流入のおそれのある場合における河川管理

者、港湾（漁港）施設管理者等に対する通報及び河川流域又は港湾等の沿岸の農・

漁業者、漁業協同組合等に対する指導・支援 

⑽ 排出油防除資機材及び消火資機材の整備 

⑾ 漁業者、観光業者等の復旧支援 

 
２ 宮崎県 

⑴ 的確な情報収集及び関係防災機関への通報 

⑵ 災害の規模等に応じた災害警戒（対策）本部・支部の設置 

⑶ 宮崎県南部排出油防除協議会との連絡調整、運営協力 

⑷ 関係防災機関への協力要請 

⑸ 関係防災機関との連絡調整 

⑹ 宮崎県救護班の出動 

⑺ 日本赤十字社宮崎県支部及び国立、公立、私立医療機関等に対する活動の要請 

⑻ 市町村等が行う排出油の拡散防止・除去活動への協力 

⑼ 排出油防除資機材の調達・斡旋 

  排出油防除資機材とは、次のものをいう。 

   油吸着材、油処理剤、消火剤、オイルフェンス、油吸入ポンプ、空ドラム缶、ひ

しゃく、バケツ、土のう袋、油回収機、油回収船等 

⑽ 排出油が河川、港湾等に流入し、又は流入のおそれのある場合における河川管理

  者、港湾（漁港）施設管理者、隣接県等に対する通報及び河川、港湾等の沿岸の

農・漁業者、漁業協同組合等に対する指導・支援 

⑾ 漁業資源、自然環境等への影響及び被害状況の把握 

⑿ 野生生物及び文化財（天然記念物等）の保護・保全 

⒀ 漁業者、観光業者等の復旧支援 

⒁ 市町村、漁業者、観光業者等の補償請求に係る助言 
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３ 串間警察署 

⑴ 被害実態の把握及び関係防災機関への通報 

⑵ 被災者の救出・救護及び身元確認 

⑶ 避難誘導、立入禁止区域の設定及び交通規制 

⑷ 事故現場及び現場周辺の警戒・警備 

⑸ 現場保存 

⑹ 遺体の収容及び検死 

⑺ 関係防災機関の活動に対する支援 

 
４ 漁業協同組合 

⑴ 共同利用施設の被害応急対策及び復旧対策 

⑵ 被害組合員に対する融資又は斡旋 

⑶ 生産資材、応急資材等の確保又は斡旋 

⑷ 海上災害防止センターとの委託契約に基づく排出油の拡散防止及び回収処理等の応

急活動 

⑸ 漁業関係者の被害補償の取りまとめ 

 
５ 海上保安機関 

⑴ 的確な情報収集及び関係防災機関への通報、協力要請 

⑵ 災害対策本部等の設置 

⑶ 海上における遭難者の救助・搬送及び行方不明者の捜索 

⑷ 一般船舶、出漁船等に対する事故状況の連絡周知、人命救助の協力要請 

⑸ 船舶火災及び死傷病者の地上搬送に係る 寄りの市町に対する出動要請 

⑹ 宮崎県南部排出油防除協議会の開催及び排出石油等災害対策連絡調整本部の設置 

⑺ 事故原因者等に対する排出油の応急防除措置の指導 

⑻ 排出油の拡散防止、回収等の応急防除措置の実施 

⑼ 一般船舶の安全確保及び船舶交通の規制 

⑽ 死傷病者の身元確認 

⑾ 応援医師及び緊急物資の海上輸送 

 
６ 海上災害防止センター 

⑴ 海上保安庁長官の指示に基づく排出油防除措置の実施 

⑵ 船舶所有者等の委託に基づく排出油防除措置の実施 

⑶ 船舶所有者等の利用に供するための排出油防除資機材の保有 

 

７ 自衛隊 

⑴ 被害状況の調査、死傷病者の救助・搬送及び行方不明者の捜索 

⑵ 消火並びに排出油の拡散防止及び回収処理等の応急活動 

⑶ 応援要員、傷病者及び救援物資等の輸送 

⑷ 交通規制の支援 
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８ 九州運輸局 

 救援船舶の斡旋並びに海上輸送及び港湾荷役作業の円滑な実施に関する指導及び連絡

調整 

 
９ 九州地方整備局 

 排出油の拡散防止及び回収処理等に対する協力並びに応急活動 

 
10 事故原因者等 

  石油類を排出させたタンカー等船舶の所有者、占有者又は船長等災害発生の原因となっ

た責任者（以下「事故原因者等」という。）の主要な責務は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 海上保安機関、消防、警察等に対する事故状況の迅速かつ的確な通報及び事故発

生地市町村との連絡・協議 

⑵ 現地における事故対策本部の設置（海上における事故の場合は、 寄りの陸上） 

⑶ 関係防災機関の設置する合同対策本部への責任者の派遣 

⑷ 遭難船舶乗組員等の捜索・救助活動 

⑸ 現地における医療その他の応急措置 

⑹ 死傷病者の身元確認及び家族への通知 

⑺ 見舞人、遺族の受け入れ及び整理並びに問合せへの応対 

⑻ 排出油の警戒及び拡散状況等の調査並びに拡散防止の措置 

⑼ 排出油の早期回収及び処理並びに事故現場の早期復旧 

⑽ 関係防災機関に対する土地建物等の施設その他必要な資機材の貸与又は提供等 

⑾ 被害者の損害に対する補償対応 

  （タンカー事故の場合原則的には、油濁損害は、先ず船舶所有者（又はＰ＆Ｉ保

険）が賠償し、これを上回る損害については、国際油濁補償基金が上限を定め

補償する。） 
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第２節 情報の収集・連絡体制の整備 

 

 市は、県及び宮崎海上保安部等の関係機関と連携し、海上災害が発生した場合に、人命救

助や被害の拡大等を防止し、沿岸地域住民、沿岸施設及び付近船舶の安全確保を図るため、

円滑な応急対策が行えるよう緊急時の情報連絡体制を確立しておくものとする。 

 具体的な計画については、風水害等対策編第１章第６節に準ずる。 

 

 

第３節 活動体制の整備 

 

 風水害等対策編第１章第７節によるほか、以下のとおりとする。 

 

１ 危険物の排出時における活動体制の整備 

  海上災害により危険物等が大量に排出した場合に備えて、地域住民等の避難誘導活動、

危険物等の防除活動等を行うための体制の整備及び宮崎県南部排出油防除協議会との連携

を図るほか、資機材の整備（資料７－２参照）を進め、また排出油事故が発生した場合に

は、宮崎県南部排出由等防除協議会「防除活動マニュアル」等により、的確な防除活動に

資することを目的とする。 
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第４節 救急・救助及び消火活動体制の整備 

 

 風水害等対策編第１章第８節によるほか、以下のとおりとする。 

 

１ 海上災害用装備資機材の整備 

  市は、海上災害に備え、水難救助用資機材（救命用ボート、救護用ゴムボート、水上バ

イク、水中ライト、救命胴衣、潜水用具セット等）の整備に努めるものとする。 

 

２ 警察用船舶の広域運用に必要な措置 

  市は、船舶火災用の消防用機械・資機材の整備に努めるものとする。 

 

３ 宮崎海上保安部と関係機関との連携体制の整備 

  宮崎海上保安部と市は、入港船舶の危険物積載の状況、化学消火剤の備蓄状況等消火活

動上あらかじめ掌握しておくことが必要と認められる資料及び情報について常時相互に交

換するなど、連携体制の整備に努めるものとする。 

 〔宮崎海上保安部〕 

 ⑴ 宮崎海上保安部は、船艇及び救難用機材（機付ゴムボート、投光器、高性能拡声装置

等）の整備に努めるものとする。 

 ⑵ 宮崎海上保安部は、ガソリンポンプ、化学消火剤、消防ホース継手等の消防用資機材

の整備に努めるものとする。 

 〔警察〕 

 ⑴ 警察は、海上災害に備え、潜水用具セット、水中通話装置等救出救助用機材の整備充

実に努めるものとする。 

 ⑵ 警察は、平素から、管轄する水域の全域についての海図、航路図等の警察用船舶の広

域運用に必要な基礎資料を整備するとともに、気象・海象情報の収集、係留場所の確

保、燃料の確保、相互通信の確保、回航又は運航が可能な経路の把握等警察用船舶の広

域運用に必要な措置を講ずるものとする。 
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第５節 医療救護体制の整備 

 

 風水害等対策編第１章第９節に準ずる。 

 

 

第６節 緊急輸送体制の整備 

 

 風水害等対策編第１章第10節に準ずる。 
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第７節 危険物等大量排出時の防除体制の整備 

 

１ 排出油防除資機材等の整備 

  市は、宮崎県南部排出油防除協議会との連携を図り、排出油防除資機材及び化学消火薬

剤等消火機材の整備に努めるものとする。 

 〔宮崎海上保安部、県、関係機関〕 

 ⑴ 宮崎海上保安部は、オイルフェンス、油回収装置、油処理剤、油吸着材等の排出油防

除資機材等の整備に努めるものとする。 

 ⑵ 県は、海上災害による石油類の排出時に、市町村等が行う防除作業を支援するために

必要とする排出油防除資機材の備蓄に努めるものとする。 

   また、市町村その他関係防災機関、関係団体等が保有する排出油防除資機材及び化学

消火薬剤等消火機材の保有状況の調査把握及び緊急調達方法、集中使用方法等の調査研

究に努めるものとする。 

 ⑶ 海上災害防止センターは、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律

第136号）に基づく海上保安庁長官の指示又は船舶所有者等の委託に基づく排出油防除

措置を実施、又は船舶所有者等の利用に供するために必要な排出油防除資機材を保有す

る。 

 ⑷ 宮崎県南部排出油防除協議会を円滑に運営し、災害時に、会員その他関係防災機関が

万全の対応を図れるよう努める。 

   なお、同協議会は次の業務を行う。 

  ア 排出油防除計画の策定 

  イ 排出油防除に必要な施設、機材の整備の推進 

  ウ 排出油防除に関する研修及び訓練の実施 

  エ 排出油防除活動の実施の推進 

  オ その他排出油防除に必要な事項 

 

第８節 海上防災訓練、研修等 

 

 県は、沿岸市町で実施する県総合防災訓練等の機会をとらえ、沿岸市町、宮崎海上保安部

等関係防災機関、関係団体等との連携のもとに、大規模海難や危険物等の大量排出等海上災

害への対応を迅速・的確に行うための訓練の実施に努めることとなっており、市も訓練に積

極的に参加する。 
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〔海上災害応急対策計画〕 

第１節 活動体制の確立 

 

 市は、市域に海上災害が発生し、被害が発生又は発生するおそれがある場合において、第

一次的に被害予防・応急対策を実施する機関として、災害対策本部等を設置し、他の市町

村、県等関係機関並びに区域内の公共的団体及び住民等の協力を得て、その有する全機能を

あげて被害予防・応急対策の実施に努める。なお、災害対策本部の組織及び活動について

は、風水害等対策編第２章第２節「活動体制の確立」に準ずる。 
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第２節 情報の収集・連絡 

 

１ 通報連絡系統 

  海上災害が発生した場合の通報連絡系統は、次のとおりである。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮崎県南部排出油防除協議会（資料７－２参照） 

県（危機管理局）

海事関係者

一 般 船 舶 漁 船 等

関係出先機関

海上災害防止センター

宮

崎

海

上

保

安

部 

通

報

義

務

者 

第 十 管 区 海 上 保 安 本 部

串 間 市

県 警 察 本 部

港 湾 管 理 者

報 道 機 関

巡 視 船 艇 等

関係各部

自 衛 隊

地 方 支 部 事 務 局 

防 災 関 係 機 関 

関 係 企 業 

そ の 他 関 係 機 関 

住 民

串 間 警 察 署 

一 般 住 民 
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２ 早期の被害状況の把握 

  市は、各防災関係機関の実施する対策に協力し、早期の被害状況の把握に努める。 

 〔宮崎海上保安部〕 

  海上災害が発生したことを覚知したときは、必要に応じて航空機又は巡視船艇を災害発

生海域に派遣し、その状況の把握に努め、その情報を関係防災機関及び関係団体へ伝達す

る。 

 〔県〕 

  県は、早期に海上災害に係る被害の状況を把握するため、宮崎海上保安部等からの情報

収集に努める。 

  また、必要に応じ県警ヘリコプター等からの画像伝送、災害現場からの静止画像伝送シ

ステムの活用などにより、早期の情報収集に努める。 

  県は、収集した情報を、他の関係機関、関係団体、隣接県等関係者に伝達するものとす

る。 

 〔警察〕 

  警察は、大規模な海上災害が発生し、又は発生するおそれのある事案を認知した場合に

おいては、県警ヘリコプター、警察用船舶等を活用し、直ちに被害状況等についての情報

収集活動を行うものとする。 
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第３節 広域応援活動 

 

 風水害等対策編第２章第５節に準ずる。 

 

 

第４節 捜索、救助・救急及び消火活動 

 

 市は、沿岸において大規模な海上災害が発生した場合には、水難救助用資機材等を活用

し、海上保安部、警察等関係機関と協力し、迅速な捜索活動及び救出救助活動を実施するも

のとする。 

 具体的な対策については、風水害等対策編第２章第６節によるほか、以下のとおりとす

る。 

 〔宮崎海上保安部〕 

 ⑴ 海上災害が発生し、人命の救助及び財産の保全をする必要がある場合には、速やかに

巡視船艇、航空機、又は特殊救難隊を災害発生海域に派遣し、海上から救助活動を行う

とともに、必要に応じて警察、消防機関、自衛隊等関係機関及び関係団体に対し協力を

要請する。 

 ⑵ 船舶火災又は海上火災が発生した場合、速やかに巡視船艇、航空機、特殊救難隊又は

機動防除隊により消火活動を行うとともに、必要に応じて関係機関に対し協力を要請す

る。 

 ⑶ 危険物等が排出された場合、その周辺海域の警戒を厳重に行い、必要に応じて火災発

生の防止、航泊禁止措置又は避難勧告を行う。 

 〔警察〕 

  警察は、海上災害が発生して多数の遭難者、行方不明者、死傷者等が生じた場合におい

ては、県警ヘリコプター、警察用船舶等を活用し、迅速な捜索活動及び救出救助活動を実

施する。 

  なお、沿岸における捜索活動及び救出救助活動については、潮の流れなどを踏まえ、広

範囲に行う。 

 

 

 

 



 

海上－12 

第５節 医療救護活動 

 

 風水害等対策編第２章第７節に準ずる。 

 

 

第６節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 

 風水害等対策編第２章第８節に準ずる。 
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第７節 危険物等の大量排出に対する応急対策 

 

１ 被害状況等の把握 

  市は、市域又は近隣海域において海上災害により石油類が排出し、被害が発生又はその

おそれがあるときは、海岸線の陸上パトロール等を実施し、速やかにその状況をとりまと

めて所轄県地方支部を経由して、県災害対策本部に報告する。 

 ⑴ 油漂着状況報告 

   市域内に排出油が漂着したとき又はそのおそれがあるときは、その状況を報告する。 

 ⑵ 油防除措置状況報告 

   市域内に排出油が漂着し、防除作業が実施されているときは、次の項目について報告

する。 

  ア 現場汚染の状況（地域別に記載。以下同じ） 

  イ 実施作業内容 

  ウ 実施予定作業内容 

  エ 防除資機材の状況（現場集積量・使用済量・残量） 

  オ 不足する防除資機材の状況（種類・数量） 

  カ 防災出動勢力（人員・隻数） 

  キ 排出油等の回収量 

  ク 漂着の状況（既往分及び新たな漂着の有無） 

  ケ 使用した油処理剤の数量 

  コ 作業済み割合 

  サ 問題点等特記事項 

 ⑶ 報告の方法 

   報告は、原則としてファクシミリをもって行うこととし、災害の経過に応じて、把握

した事項から逐次報告する。 

 

２ 防除方針の決定 

 ⑴ 排出した油は、海上で除去することが 良であるため、防除方針の決定に当たっては

海上での回収を可能な限り実施し、海岸線への漂着を回避するよう努める。 

 ⑵ 排出油等の防除は、排出油の種類及び性状、排出油の拡散状況、気象・海象の状況そ

の他の条件によってその手法が異なるため、除去作業を行うに当たっては、まず、排出

油の拡散及び性状の変化の状況について確実な把握に努め、海上保安庁等の行う油排出

事故の影響評価結果を踏まえて、状況に応じた適切な防除方針を速やかに決定するとと

もに、初動段階において有効な防除措置を集中的に実施することにより、迅速かつ効率

的な排出油の拡散防止、回収及び処理を行う。 
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 ⑶ 防除措置は、油による被害及び講ずる措置による二次的な影響が 小になるように、

関係防災機関が連携し状況に応じた様々な方法を組み合わせ行う。 

   なお、沿岸部で油処理剤を使用する場合にあっては、事前に漁業関係者等の同意を得

る。 

 ⑷ 原因者活動のみでは十分な対応ができない場合、漂着油の防除について、地方公共団

体並びに港湾、漁港、河川及び海岸の管理者が中心となって対応する。 

 

３ 防除作業の実施 

 ⑴ 事故原因者等の要請に基づき、必要に応じて排出油の除去に協力する。 

 ⑵ 排出油の漂着により海岸が汚染され、又はそのおそれがある場合は、排出油による被

害を防止するため、必要に応じて回収等応急の防除措置を講ずる。 

 ⑶ 必要がある場合は、地域住民の避難誘導、立入禁止区域の設定を行う。 

 〔宮崎海上保安部〕 

 ⑴ 排出油の拡散防止 

   事故船から大量の油が排出したとき又は排出が予想されるときは、事故船船主、船舶

代理店（以下「事故船関係者」という。）に対して、直ちにオイルフェンスの展張等排

出油防除措置をとらせるとともに、必要に応じて排出油の拡散防止に当たらせる。 

 ⑵ 事故船の災害局限措置 

   油排出等の災害の拡大を防止するため、事故船関係者に対し、事故船関係者が保有し

ている消火機材及び排出油防除資機材の活用並びに積載油の抜き取り移し替え等につい

て指導する。 

 ⑶ 排出油の回収及び除去 

  ア 事故船関係者に対して、排出油の回収及び除去に努めるよう指導し、又は海洋汚染

及び海上災害の防止に関する法律に基づきその除去を命ずる。 

  イ 緊急を要し、かつ、必要と認める場合は、海上災害防止センターに対し海洋汚染及

び海上災害の防止に関する法律に基づき排出油防除のための必要な措置を講ずること

を指示する。 

  ウ 排出油による急迫した危険を防止するため、事故船関係者の対応が不十分なとき

は、被害を 小限にとどめるため自ら排出油防除資機材による応急措置を講じ、関係

防災機関、関係団体等に対し派遣を要請する。 

  エ 排出石油等災害対策連絡調整本部を運営し、会員たる関係防災機関の協力を得て排

出油防除活動を実施する。 

 ⑷ 事故船の移動 

   事故船舶に防除措置を施した後、必要に応じ、巡視船又は曳船等により事故船を事故

海域から他の安全海域へ移動させる。 

 ⑸ 漂流物の除去等 

   船舶の安全航行を図るため、漂流物の除去等必要な措置を講ずる。 
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 〔県〕 

 ⑴ 市町村の行う排出油の防除作業を支援する。 

 ⑵ 市町村の行う防除作業を支援するため、必要に応じ職員を派遣し防除作業を実施す

る。 

 ⑶ 市町村の行う防除作業に必要な排出油防除資機材の調達、提供の申出に対する受入

れ・斡旋を行うとともに、排出油防除資機材が不足するときは、「九州・山口９県災害

時応援協定」（資料２－２参照）等に基づき、他県等に対し提供の協力を要請するなど

により、その確保に努める。 

 ⑷ 回収した油等の処理施設を紹介し、回収油の適正な処分が行われるよう指導する。 

 〔警 察〕 

  関係機関と密接に連携し、地域住民の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制等を実

施するとともに、危険物等の防除活動を行うものとする。 

  その際、必要な装備資機材の迅速な調達にも配慮する。 

 〔海上災害防止センター〕 

  海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づく海上保安庁長官の指示又は船舶所有

者等の委託に基づき、排出油の防除措置を契約防災措置実施者、漁業協同組合連合会等を

介して実施する。 

 〔漁業協同組合（漁業協同組合連合会）〕 

  海上災害防止センターと漁業協同組合連合会との契約に基づき、必要な排出油の防除措

置を実施する。 

 〔事故原因者等〕 

 ⑴ オイルフェンスの展張、その他排出した油の拡散を防止するための措置を講ずる。 

 ⑵ 損傷箇所の修理、残油の移し替えその他の排出防止措置を講ずる。 

 ⑶ 排出油の回収、油処理剤の散布等による処理を行う。 

 ⑷ 回収した油の適正な処理を行う。 

 

４ 回収計画の策定 

  市は、海岸線に漂着した油等の状況及びその回収状況を常に把握し、地区ごとに計画

的・効率的な回収方法を選定し、効率的な防除作業の実施に努める。 

  なお、回収計画の策定に当たっては、回収油の一時保管場所の指定管理を考慮する。 

 

５ 油回収作業従事者の健康対策 

 ⑴ 実施責任者 

   被害地における健康対策は、市が実施するが、市の要請があった場合及び県が必要と

認めた場合には県が行う。 

 ⑵ 健康相談の実施 

   油回収作業従事者の健康相談等に対応するため、市は、保健師、看護師等による健康



 

海上－16 

相談チームを編成するとともに、漂着油回収作業現場等に仮設する救護所等と連携しな

がら、油回収作業従事者の健康保持に努める。 

  ア 活動体制 

   (ア) 油回収作業従事者の健康状態等を把握し、その状況を速やかに、県日南保健所長

に報告するとともに、必要な場合は、保健所に協力要請を行う。 

   (イ) 協力要請を受けた保健所長は、市が作成する活動計画、健康相談チームの編成等

に指示を行うとともに、必要に応じて、健康相談チームに保健師等の派遣を行う。 

  イ 事業内容 

   (ア) 救護所等と連携して健康相談所を開設し、作業従事者に対し、油回収作業上の注

意事項等についての普及啓発を行う。 

   (イ) 回収作業の長期化に伴う精神的・身体的疲労等からの健康状態の悪化を防止する

ため、地域巡回等による健康相談を行い、必要な措置を講ずる。 
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第８節 被災者等への的確な情報伝達活動 

 

１ 広報活動 

  広報を担当する部・課及び担当責任者を定め、情報の収集と公表の一元化を図るものと

する。なお、住民への広報は、次のような項目について行う。 

 ⑴ 捜索、救助・救急活動の実施状況 

 ⑵ 人命損失が生じた場合は、人数、氏名等 

 ⑶ 県、市町村の措置状況 

 ⑷ 排出油の漂流、漂着等の状況（市町村・区域別） 

 ⑸ 応急対策の実施状況 

  ア 出動人員（行政関係者・地元住民・漁業関係者・災害ボランティア等に区分） 

  イ 排出油の回収量 

  ウ 作業地域 

  エ 主な使用資機材 

  オ 翌日の作業予定 

  カ その他 

 ⑹ 回収した油の搬出作業状況 

 ⑺ 環境影響等に関する調査の実施結果 

 ⑻ 災害ボランティアの要請 

 ⑼ その他必要と認められる事項 

 

２ 被災者等への対応 

 ⑴ 海上災害により、死傷者が生じた場合は、被災者及びその家族に対して災害の状況及

び救出作業等に係る情報をできる限りきめ細かく提供するものとする。 

 ⑵ 海上災害による石油類の排出においては、市は、被害地において臨時被害相談所等を

関係防災機関等の協力を得て設置し、被災者が抱える生活上の多くの不安を解消するた

め、要望、苦情等多様な生活等の問題について適切に相談に応じ、速やかに関係機関に

連絡して早期解決に努める。 

 〔関係防災機関〕 

  石油類排出に関する被害地住民等からの各種の問い合わせに対して、相談窓口を設置す

るなどによりそれぞれ担当者を明らかにして対応する。 
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第９節 災害ボランティアの受入れ 

 

１ 災害ボランティア受入環境の整備 

 ⑴ 漂着油の回収作業の実施には相当の人力を要し、災害ボランティアの協力が不可欠で

ある。このため、災害ボランティアが十分な活動を行えるよう、災害ボランティアの受

入・派遣調整に当たる県・市社会福祉協議会は、油回収作業現場との連絡を密にし、回

収作業場所、必要人員、作業実施に必要な持参品、健康上の留意事項等に係る十分な情

報を収集し、ボランティア活動希望者に提供する。 

 ⑵ 市及び県は、県・市社会福祉協議会に対し、必要な助言及び情報提供を行うととも

に、ボランティア保険への加入促進の利便提供等ボランティア活動が円滑に実施できる

環境整備に努めるものとする。 

 

２ 災害ボランティアの受入上の留意事項 

 ⑴ 災害ボランティアのコーディネート 

   災害ボランティアを受け入れた場合は、漁業協同組合等関係団体と連携し、防除作業

の効率性を確保するため、回収作業の実施に必要な指示を行う職員を作業責任者として

油回収作業現場に派遣するとともに、社会福祉協議会に対し、ボランティアコーディネ

ーターの派遣を要請し、あるいはコーディネートに携わるボランティアを募るなどし

て、ボランティアのコーディネート体制を整備する。 

   さらに、回収作業の実施に必要な防除資機材の確実な配備に努めるものとする。 

 ⑵ 作業実施上の安全性の確保 

   作業責任者等は、各災害ボランティアに対して、防除作業開始前に、災害ボランティ

ア保険への加入の有無の確認と加入促進を行うとともに、安全性を確保するため、作業

の目的、役割分担、安全に係わる事項等、作業実施上の注意事項等について説明するも

のとする。 
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第10節 環境保護対策 

 

 海上災害により、大気及び公共用水域等の環境汚染が発生した場合に、住民の健康と生活

環境への影響及びその拡大を防止するとともに、地域住民への被害の防止及び軽減を図る。 

 

１ 環境影響の応急及び拡大防止措置 

  海上災害に伴って、環境汚染が発生又はそのおそれがある場合は、次の措置をとる。 

 ⑴ 環境汚染に関する情報を関係防災機関等へ通報する。 

 ⑵ 住民の生命・身体に危険が予測される場合は、住民への周知及び避難誘導を行う。 

 ⑶ その他、県の行う施策に協力する。 

 

２ 文化財の応急対策 

  市及び県は、文化財について現地調査を行い、被害状況等を調査するとともに、予防・

応急対策について管理者等と協議し、予防・応急・復旧計画を定めるほか、未指定文化財

については、その被害状況について関係機関の協力を得て把握に努めるものとする。 
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〔海上災害復旧計画〕 

第１節 水産業施設復旧計画（漁港、漁場を含む） 

 

 市及び県は、関係団体等と連携し、排出油の漂着により被害を受けた水産業施設の回復措

置を図るための対策を講ずる。 

 

 

第２節 漁業経営安定対策の実施 

 

 市は県と連携し、被害を受けた漁業者及び水産関係団体に対して、その状況に応じた融資

制度の活用等による漁業生産の安定対策を講ずる。 

 

 

第３節 風評被害対策の実施 

 

 市及び県は、油排出事故に起因する風評による観光客離れ、魚介類等水産物の消費離れ等

を防止するために、観光関連団体、漁業関係団体等と連携し、誘客・消費拡大を図るため、

必要に応じ観光キャンペーン等の対策を講ずる。 

 

 

第４節 補償対策等 

 

 市は県と連携し、漁業協同組合、観光業者等関係団体が行う補償請求について情報提供、

又は助言を行う。 
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